
第１回 沖縄県観光振興戦略会議
使途事業検討資料

資料４

令和８年５月



１ 沖縄観光の概況①（観光収入及び入域観光客数の推移）

※ 出典：沖縄県文化観光スポーツ部「観光要覧」を基に作成
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（年度）

１ 沖縄観光の概況②（一人あたり観光消費額の推移）

※ 出典：沖縄県文化観光スポーツ部「観光要覧」を基に作成
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（年度）

（日）

１ 沖縄観光の概況③（平均滞在日数と人泊数の推移）

※ 出典：沖縄県文化観光スポーツ部「観光要覧」を基に作成
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１ 沖縄観光の概況④（沖縄観光の満足度の推移）

※ 出典：沖縄県文化観光スポーツ部「観光要覧」を基に作成
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１ 沖縄観光の概況⑤（観光客の移動手段の推移）

※ 出典：沖縄県文化観光スポーツ部「観光要覧」を基に作成
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沖縄観光の課題－構造的ボトルネック

運転手不足と渋滞が公共交通離れを招く

国際路線の就航都市

実績13路線
（目標18路線）

正規雇用化・待遇の改善が進まず
、深刻な人材離れの根本的要因と
なっている。

MICE施設などの不具合が発生し、
安定的な運営のリスクに

保安・ハンドリングの人員不足、
ホテル従業員の不足が機会損失に

観光が自然・文化の保存につながると
考える県民は僅か16.1%

観光による幸福を感じる県民が
目標を大きく下回る。

観光で幸せを
感じる県民割合

47.6
（目標60.2％）

※沖縄観光推進ロードマップPDCA実施報告書（令和８年２月 沖縄県） より
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交通のボトルネックが生む負の連鎖

「負の連鎖」を可視化し



沖縄観光の課題－次なる課題への対応
※沖縄観光推進ロードマップPDCA実施報告書（令和８年２月 沖縄県） より

達していない。

観光客の増加に伴い、増加傾向。自然海岸等の巡回活動。

環境・文化の保全

高付加価値化による競争力の向上
文化や自然環境を保全しつつ、それらを活かした

ストーリー性を持つ発信で他地域との差別化を図る。

文化・伝統芸能、空手の保存・ブランド化
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独自性の高い文化や伝統芸能は、それ自体が沖縄観光
における高い魅力となっている。

(多言語・医療通訳)

交通機関

急務です。 観光客の7割以上が「海の美しさ」と
「景観」に対して高い満足度を示している。



１．令和16年国民スポーツ大会開催に向けた取組
２． Jリーグ企画スタジアムの整備に向けた取組

１．文化芸術振興・発展のための人材育成、
関係団体支援、活動機会確保の取組

２．しまくとぅばを次世代に継承するための取組
３．世界中の空手愛好家との交流、空手の振興・発展を

目的とした第３回沖縄空手世界大会に向けた取組

文化･空手振興 45.4億円(36.1億円)
沖縄文化の保存・継承・創造と更なる発展

交 流 推 進 6.6億円（5.9億円）
沖縄を結び目とする「ウチナーネットワーク」の継承・発展・強化

１．令和９年度開催予定の第８回世界の
ウチナーンチュ大会開催に向けた取組

２．国内外のウチナーンチュとのネットワークを
強化する取組

１． 国内外観光客・MICEの需要を取り込む誘客活動
２． 「安全・安心で快適な島」の実現に向けた受入体制

の強化

スポーツ振興 1２.9億円（12.1億円）
世界にはばたき躍動するスポーツアイランド沖縄の形成

観光振興・MICE 57.3億円(50.8億円)
世界から選ばれる持続可能な観光地の形成と沖縄観光の変革

増減率増減額令和７年度当初予算額令和８年度当初予算額

１６．５％１７．３億円１０４．９億円１２２．２億円

令和８年度当初予算（文化観光スポーツ部）の状況
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沖縄観光の将来像実現に向けた展開
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宿泊税導入の必要性

食、交通、宿泊の
満足度の向上

消費単価の向上 滞在日数の延伸

観光客の
受入体制の整備

付加価値の高い
観光商品の造成

観光人材の育成・
確保

多様な旅行ニーズへの
対応 MICE振興

地産地消の促進

上記を実現するための課題として

安定的・持続的な財源確保

世界から選ばれる持続可能な観光地の実現

「住んでよし、訪れてよし、受け入れてよし」
「安全、安心、快適」な観光地づくり

10



宿泊税は、世界から選ばれる持続可能な観光地として発展していくことを目的として、観光
振興を図る施策に要する経費に充てるために宿泊者に課される法定外目的税です。
法定外目的税の性質に基づき、その使途は、税を負担する宿泊者に対して、観光客受入体制
の向上や観光資源の保全といった形で受益が還元される施策に充当されます。

宿泊税について

11

宿泊税の検討経緯

平成30年度～令元年度

〇 有識者および観光関連団体等で構成する「観光目的税制度の導入施行に関する検討委員会」より提言を受け、庁内
組織である「沖縄県法定外目的税制度協議会」において制度設計の検討を開始しました。

令和２年度～令和４年度

〇 協議会が提示した制度概要（免税点等）について観光業界の理解が得られなかったこと、また新型コロナウイルス感染
症の拡大に伴い、業界団体から導入見送りの要請があったことなどを踏まえ、条例制定等の手続きを見送りました。

令和５年度～令和６年度

〇 「新沖縄県行政運営プログラム（令和5年3月策定）」において、令和8年度の宿泊税導入を位置づけ、観光関連団体や
導入を目指す市町村との個別意見交換を再開し、令和6年11月には検討委員会から「宿泊税制度に関する意見書」が
提出されました。一方、県議会議員や離島市町村議会から「離島住民への配慮（課税免除の拡大や使途事業による対応
）」を求める意見があったため、議会提案を一時見送りました。

令和７年度

○ 専門家の意見を聴取し、導入予定の5市町村、関係団体、総務省との調整を重ねて離島住民への配慮等を整理し、9
月議会へ条例案を上程、可決。令和8年2月に総務大臣の同意を得て、令和9年2月からの導入を正式に決定しました。



宿泊税の概要

沖縄県における宿泊税の概要は、以下の表のとおりです。

内容項目

令和９年２月１日(月)課税開始時期

旅館、ホテル、簡易宿所、民泊の施設における宿泊行為課税客体

宿泊者納税義務者

１人１泊あたりの宿泊料金に定率２％（上限2,000円）

※市町村が宿泊税を課している場合、県税０.８％（上限800円）、市町村税１.２％（上限1,200円）の計２％

当該市町村を通して申告・納入

税額

以下のいずれかに該当する宿泊には課税しません

・学校の教育活動に伴う宿泊（修学旅行、部活動等）

・スポーツ大会、文化大会への参加に伴う宿泊（地域クラブ等）

・外国大使等の任務遂行に伴う宿泊

課税免除

宿泊者(納税義務者)から宿泊事業者(特別徴収義務者)が宿泊税を徴収し、沖縄県へ納入する方法(特別徴収)
※ 市町村が宿泊税を課している宿泊施設については、当該市町村へ申告・納入（沖縄県への申告・納入は不要）

徴収方法

原則、１か月ごとに申告と納入をする必要があります
※ 一定要件を満たす場合は３か月ごとの申告・納入とする特例があります

申告・納入方法

徴収した税額の２.５％ ※導入から５年間は３.０％報償金

約７７.３億円（うち徴税コスト約４億円 ※特別徴収義務者への報償金に加え、人件費を含む）税収規模試算

税導入に伴う宿泊施設のシステム改修費を補助する予定（補助率10/10、１施設上限200万円）その他

１ 宿泊税の概要について
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宿泊税の使途の考え方について

※ 宿泊税を財源とした具体的な事業については、今後決定される課税要件と税収見込に応じて、事業実施年度の予算編成時に検討していくこととしている。

徴税コスト等 （税システム改修費、課税・徴収事務経費、制度の周知・広報費、特別徴収義務者への事務補助費）

○観光二次交通の充実 ○観光関連施設の受入環境整備
○観光人材確保支援 ○DXの推進による観光産業の高度化 など

○観光地や道路等の環境美化 ○サンゴ礁保全再生活動促進
○自然・環境の保全活動支援 など

○歴史･伝統文化･芸能等の地域資源を活用した観光コンテンツの造成
○空手ツーリズム受入体制構築 〇スポーツコンベンション推進 など

○オーバーツーリズム対策 ○サステナブルツーリズムの推進
○県民理解の促進 ○DMO組織・機能強化 など

②県民・県内観光事業者・旅行者にとって満足度の高い受入体

制の充実強化

➂環境及び良好な景観の保全、並びに魅力ある付加価値の高

い観光地ブランドづくり

④観光の振興に通じる文化芸術の継承及び発展並びに

スポーツの振興

➄地域社会の持続可能な発展を、観光を通じて促進すること

による県民理解の向上と、これを前提とした国内外からの

観光旅行の促進

自然環境の保全、沖縄らしい景観に配慮した観光を推進する等魅
力ある付加価値の高い観光地ブランドづくりに資する取組

旅行者が快適な観光を満喫できる二次交通対策の充実など受入環境
の整備及び利便性・満足度の向上に資する取組

地域社会、経済、環境の３つの側面においてバランスの取れた持
続可能な観光施策を推進し、県民に理解され世界から選ばれる観
光地を形成する取組

○観光危機管理対策 ○災害備蓄品支援の充実
○ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ事故防止対策 ○道路標識・標示の改善 など

①安全・安心で快適な観光の実現

（観光危機管理、海の安全）

観光危機管理や海の安全対策など安全・安心で快適な観光を
実現するための取組

○税を導入しない市町村に対し、交付金による配分を検討

⑥市町村への配分（対象は税を導入しない市町村）

市町村が観光振興を図るための取組みに係る経費を配分する。

次の内、①～⑤の項目については、新規または拡充する取り組みへ充当することを想定。

独自の伝統文化やスポーツ等のソフトパワーを生かした多彩かつ質
の高い観光の推進に資する取組
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○ 宿泊税の運用は、県が沖縄県観光振興戦略会議を設置し、税の使途事業に対する中立的な意見を聴取する。
○ 会議は有識者、観光、 文化、スポーツ、交通、景観・環境、行政関係者など幅広い関係者15名程度で構成する。
○ 税は県の歳入であることから、県で予算案を策定した上で、議会による審議を経て、事業執行となる。
○ これらの運用を通して、県税である宿泊税の使途の公平性や透明性等を確保していくこととする。

宿泊税の運用体制

⑧審議

⑩事業実施

➉議決

①事業計画（素案）作成

⑤事業計画（案）検討

②意見照会

⑪事業効果報告（毎年度）

⑫事業効果の検証

＜内容＞
○税の目的に沿った事業か
○旅行者、観光事業者等のニーズを適切

に捉えているか
○課題に対応した事業効果が見込めるか
○最も効果的な手法となっているか など

⑥予算編成

沖縄県観光振興
戦略会議

④検討事業に対する意見
や追加事業の提案

※②～④については必要に
応じて複数回も可

③意見聴取

議会

⑬検証結果通知

文化観光スポーツ部

他部からの事業提案

⑦提案

⑨議決案

ＯＣＶＢ観光戦略協議会
等からの要望

宿泊税の運用体制について
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宿泊税の導入を契機にこれまで以上に施策の決定プロセスの「公平性」と「透明性」の確保が重要

「事業の企画立案」と「効果検証」に係る役割を明確化した３段階の体制構築

沖縄県観光
振興戦略会議

俯瞰的な視点で中立的
な意見を示し、事業の
方向性を確認

沖縄県

「公平性」・「透明性」
の確保

観光・文化・スポーツ
・環境・景観関係者
などの要望・意見

STEP1
ニーズの集約と合意形成

STEP２
検証 ・方向性の確認

STEP３
予算編成と事業決定

（事業計画案の作成）

関係部局

沖縄県

宿泊税の運用体制について

<事業の検討に向けた基本事項>

① 業界要望の精査
業界からの要望に対しては、県の関係各課において、団体との意見交換を行った上で、事業案として整理し、文化観光スポ
ーツ部へ提出。

② 県による事業計画案の策定
関係課が整理した事業案を文化観光スポーツ部において、21世紀ビジョン実施計画、第6次観光振興基本計画、沖縄観光

推進ロードマップ、沖縄サステナブル宣言等の位置づけ等の確認を行った上で事業計画案を取りまとめる。
⇒当該案について、県庁内での検討を経た上で、戦略会議へ提出。
なお、事業案として課題等が未整理で戦略会議への意見を求めることが適当でない事業については、引き続き、業界との

意見交換を重ねる。
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沖縄県観光振興戦略会議 スケジュールについて
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宿泊税の配分について
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＜宿泊税を充当する事業を整理するフローイメージ＞

観光振興に寄与する施策

５つの使途の柱への該当

※第６次沖縄県観光振興基本計画/観光推進ロードマップ等の位置づけを整理

新規・拡充する事業

県民・旅行者・観光事業者の利益の整理

宿泊税を活用

YES

YES

YES

YES

※既存事業の場合は、従来活用している財源等の整理も必要

(※)上記はあくまでも宿泊税の充当を判別するフローをイメージとして示したものであり、
上記を満たした事業が、必ずしも宿泊税を活用した事業化となるものでないことに留意。

その他財源を活用
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県と市町村との役割分担について
県は、市町村や民間事業者等と連携し、社会・経済・環境の三側面で調和のとれた沖縄観光の実現を目指している。

具体的には、安全・安心で快適な観光環境の整備、持続可能な観光地づくり、さらには観光客の利便性・満足度の向上

など、全県的かつ広域的な観点から観光振興を推進する役割を担っている。

一方、各市町村は、基礎自治体として観光客の受入体制を整備し、地域の魅力を磨き上げるとともに、住民生活と観

光振興の調和を図ることで、地域観光の底上げを牽引することが求められる。

今後、県の宿泊税を活用するにあたっては、市町村の施策と役割分担を明確化し、連携による相乗効果を最大限に高

めるとともに、市町村への支援は、市町村独自の取り組みを補完・後押しするものを中心に、市町村の取り組みを支援

することで、県全体の観光施策を強力に推進していく。

19



宿泊税を導入しない市町村に対し、地域の観光振興を主体的に担っていただくため、原則として、当該市町村地域から
の税収の2分の１相当額を交付する。

○交付金における基本的な考え方
宿泊税制度が安定・継続的に運用していくためには、納税者である宿泊者や県民の理解が必要不可欠
⇒交付金活用の透明性確保
⇒そのためには、次の3点に留意する必要がある

新規性・拡充性

○交付金を充当する事業は、 観光
目的税の目的に合致しつつ、県の５
本の柱を主とする地域の観光振興や
観光課題の解決に向けた新規や拡充
する取り組みであること。

→観光振興施策か明らかでない事業
や単純な既存一般財源の置き換えへ
の充当は原則、不可

成果の説明責任

○事業成果と事業効果が適切に説明
できること。

○ 宿泊者及び宿泊事業者に新たな
負担を求めることから、何に活用
されているのか、見える化するこ
とが重要。
→県事業は県HPにて、市町村交
付金事業は市町村HPで公開する
ことを想定

実績を踏まえた交付

○予定されていた事業内容が適切かつ
着実に実施されていること。

→実施した事業に対して交付金を交付

宿泊税が観光振興を目的とする法定外目的税であることから、上記の留意点を原則としつつも、市町村の実情に応じた
事業に活用できるよう、柔軟な交付金制度とする。

市町村への交付金について
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• 東京都（令和8年度：予算規模81億円）

受入環境
の充実
33％

観光関連事業者
のデジタルシフ
ト支援や、多言
語対応、バリア
フリー化支援な
ど、インフラ面
の強化

観光と生活
の調和
25％

環境美化・混雑
対策など、観光
だけでなく住
民の生活環境
を守る政策

魅力を高め
る観光資源
開発
28％

多摩・島しょの
観光魅力創出、
観光まちづくり
推進など観光資
源開発

人材の育成・活用・観光へ

の理解促進 14％

北海道（令和8年度予算規模 約25.2億円）

65%6%

29%

■ 観光の高付加価値化
予算の大部分をマーケティング強化や持続可能な観光地
づくりへ充当

■ 観光サービス・観光インフラ充実強化
デジタルプラットフォームの構築や観光客の移動利便性
向上へ充当

■ 危機対応力の強化
観光危機管理対応強化、事業者の省力化などへの支援へ充当

※北海道「令和8年度宿泊税を活用する事業」を基に
沖縄県において作成。

～先行都道府県における宿泊税予算の活用実態～

※東京都「令和8年度の宿泊税充当事業（概要）」を基に
沖縄県において作成。
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宿泊税を活用した取り組みに対する県民意識

令和６年度に実施した県民における宿泊税の活用方法としては、「海などの自然環境の保全」が74.2%と最も多かった。

次いで「道路や公共トイレなど観光客も利用する公共施設の美化整備」69.6%、「ゴミ処理」66.8%と続く。

自然環境保全や環境美化への活用が多く望まれている。いずれも過年度調査と比べて増加している。

沖縄観光に関する県民意識の調査報告書_令和６年度の資料を一部加工

2.6

15.3

19.3

20.3

24.3

24.4

26.1

31.4

31.7

33.7

42.6

54.8

66.8

69.6

74.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

観光メニューづくり

宿泊・観光施設の整備

観光案内機能の充実

ホスピタリティの向上･人材育成

観光バス等の駐車場の整備

観光客が手軽に情報を入手できる情報通信環境の整備

案内表示や情報発信等における多言語対応の強化

観光施設等のバリアフリー化

台風等の災害に備えた宿泊・観光施設等の食料備蓄等

海の安全・安心対策

観光客へのマナー周知・啓発など

ゴミ処理

道路や公共トイレなど観光客も利用する公共施設の美化整備

海などの自然環境の保全
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観光振興基金の配分について
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R8予算分類事業概要事業名NO

43,1131観光危機発生時に迅速かつ実行力のある観光危機管理体制の強化を図ることを目的に、平常時からの
減災対策、危機対応への準備、危機への対応等の総合的な観光危機管理対策を実施する事業

観光危機管理
対策事業1

204,7401安全安心にマリンレジャーを楽しむための動画等を取りまとめたポータルサイト「おきなわマリンセーフティー」を
観光客に周知するとともに、ライフセーバー等を活用した海の安全講習会等を実施する事業

マリンレジャー事故防止
対策事業2

218,4962観光客の多様な交通手段の確保、移動利便性の向上等を目的として、北谷町美浜駐車場での観光２次
交通結節点「北谷ゲートウェイ」の設置・運営、空港直行バス等の運行等の実証のための事業

観光２次交通結節点
機能強化事業3

55,1342観光２次交通の確保（観光施設や観光地域を結ぶバスの運行等）に要する経費に対して補助を行う事業観光２次交通利用
促進事業4

322,7982観光業界の人材不足を解消し、業界全体の発展と地域の持続可能な成長を図るため、観光事業者と求職
者のマッチング、海外・県外からの人材の受入支援、観光産業に特化した人材の養成を支援する事業

観光人材確保支援
事業5

53,3152県内MICE関連事業者の受入体制強化に向けた専門人材の育成及びMICE参加者満足度向上のために
支援を行う事業

MICE受入体制
強化等事業6

7,8103
世界自然遺産地域の豊かな自然を守りながら、魅力ある観光地の形成を推進するため、世界自然遺産地域
であるやんばる３村及び西表島において自然環境及び良好な景観の保全に資する活動を行う民間団体等の
支援を行う。

世界自然遺産地域
活動支援事業7

44,0964文化資源を活用した観光推進に向け、伝統芸能祭の開催による披露の場の提供及び文化相談員による
支援。

しまじまの芸能を活用
した文化観光コンテンツ
創出事業

8

18,2814沖縄空手を文化観光資源として活用して空手ツーリズムを推進し、国内外からの空手愛好家や観光客の
受入体制構築及び強化を図るための事業

空手ツーリズム受入
体制構築事業9

48,1225持続可能な観光（サステナブルツーリズム）を目指すため各エリアで起きている観光諸問題を解決し、観光客
の受入と住民生活の質を確保を両立しつつ、地域の実情に応じた具体策を講じる。

サステナブルツーリズム
推進事業10

単位：千円

観光振興基金活用事業後の切れ目のない宿泊税導入プレ事業の展開
［令和８年度当初予算約１０．１億円］
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１． 重点分野「５本の柱」の優先順位について

２． 観光インフラ整備への充当範囲

３． 宿泊税により整備された施設・備品の維持管理費の取扱い

４． イベント支援事業への充当のあり方

５． 県民理解の促進および生活環境（オーバーツーリズム対策）への配慮

令和9年度事業検討にあたって意見を伺いたい事項

６． 効果検証・その他
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